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１．新型コロナウイルス感染症による受診控えにより、総件数は 2020年 1月

以降、対前年同月比のマイナスが続いていた。2021年 3月、4月にプラス

に転じたが、対前々年同月比は依然としてマイナスである。 

２．2021年 4月の初診料算定回数はこれまでの反動により対前年同月比で 3

割近く増加したが、再診料算定回数は約 1割増に止まっており、長期処方

が続いていることがうかがえる。 

３．2021年 4月は受診控えの改善および新設された診療報酬の寄与により、

初・再診料等と新設加算の合計が、1年前の同月の初・再診料等の落ち込

みをカバーした。新型コロナウイルス感染症の影響が 1年以上続いてきた

ことを鑑みると、新設された診療報酬を少なくとも 1年以上維持する必要

がある。 

４．2021年 3月の医業収入等対前年同月増には発熱外来補助金が寄与してい

る（発熱外来補助金は 2021年 3月末で終了）。 なお、発熱外来補助金は、

一般医療の診療や動線等の制限から対応できない診療所もあったことに

留意が必要である。 

５．これまで１年以上、減収・減益が続いていたことを踏まえると、受診控

えが 2021年 4月なみに改善した前提で、かつ、診療所全体の平均で見て

診療報酬および補助金を含めた増収基調が 1年以上続くことが望まれる。 

６．しかし、受診行動はこれまで緊急事態宣言に敏感に反応してきた。本調

査以降、首都圏等で緊急事態宣言が再発令されており、ふたたび受診控え

が深刻化しているおそれもある。 
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1. 調査の概要 

 

1.1. 調査方法 

本調査は、診療所を対象として新型コロナウイルス感染症が経営に与える

影響を継続して調査しているものであり、今回は第 8回目である（これまで

の調査については、「3. 参考」参照）。 

今回は、2021年 5月 14日に都道府県医師会に調査を依頼した。都道府県

医師会が任意の診療所（会員医療機関）に連絡し、日本医師会のホームペー

ジから調査票をダウンロードし入力後メールで送付するか、手書き回答を

FAXまたは郵送する方法で、2021年 6月 25日まで回答を受け付けた。 

⚫ 対象期間：2020年および 2021年の 2月～4月 

⚫ 調査項目 

（１）レセプト件数・点数 

（２）初診料、再診料、乳幼児加算の特例、医科外来等感染症対策実施

加算、入院感染症対策実施加算等の算定状況 

（３）損益計算書（医業収入、介護収入、その他の収入（補助金収入を

含む）、医業・介護費用、医業利益） 

厚生労働省「概算医療費データベース」で、2020 年 2 月までの全国実績

データが公表されているので（2021 年 7 月 19 日現在）、本調査の結果とあ

わせて示す（以下、これを「全国実績」という）。 

厚生労働省「概算医療費データベース」 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken03/01.html 

 

1.2. 用語の定義 

⚫ 総件数：診療報酬明細書の枚数。各医療機関は、月ごとに 1人の患者に

対して 1枚の明細書を作成するので、当該医療機関の実患者数に相当す

る。 

⚫ 総点数：診療報酬明細書に記録される点数。点数を 10 倍したものが医

療費。 
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1.3. 診療報酬 

新型コロナウイルス感染症への対応として、以下のような診療報酬上の臨

時の取り扱いがされている（いずれも診療所関係の主なもの）。 

 

入院 

2021.4.1～ 入院感染症対策実施加算  

・必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、有床診療所入院基本

料、有床診療所療養病床入院基本料ほかを算定した場合、1 日に

つき 10点を算定できる。 

 

入院外 

2020.4.8～ 院内トリアージ実施料（300点／回） 

・受診の時間帯によらず、また届出がなくても施設基準を満たした

ものとみなして算定できる。本則は、夜間、休日又は深夜に受診

した患者であって初診のみ。 

・対象は、新型コロナウイルス感染症（疑いも含む）に対し初診料、

再診料（救急車により搬送された患者を除く）、小児科外来診療

料、往診料等を算定した患者。 

2020.4.24～ 在宅時医学総合管理料等 

・定期的な訪問を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を

懸念した患者等からの要望等により、訪問診療を１回実施し、加

えて電話等を用いて診療等を実施した場合には、当月に限り、患

者等に十分に説明し同意を得た上で、月 2回以上訪問診療を行っ

ている場合の在宅時医学総合管理料等を算定できる。 

2020.12.15～ 乳幼児加算の特例（乳幼児感染予防策加算）   

・小児特有の感染防止策を講じた上で、6歳未満の外来診療を実施

した場合、初再診に限らず患者ごとに 100点を加算できる。 

2021.4.1～ 医科外来等感染症対策実施加算    

・必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、初診料、再診料、小

児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅患者訪問診療料

（Ⅰ）（Ⅱ）ほかを算定した場合、1回 5点を算定できる。 

 

電話や情報通信機器を用いた診療等 

2020.2.28～ 

 

 

・慢性疾患等を有する定期受診患者等について、電話や情報通信機

器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情

報が送付される場合、電話等再診料、処方箋料等を算定する（再診

料の加算も要件を満たせば算定可能）。 

2020.3.12～ ・慢性疾患等を有する定期受診患者等について、電話や情報通信機
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 器を用いて診療し医薬品の処方を行った場合、電話等再診料、調剤

料、処方料、調剤技術基本料等を算定できる（外来診療料も同様の

取扱い）。 

2020.4.10～ 

 

・慢性疾患を有する定期受診患者に対して電話や情報通信機器を用

いた診療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用い

た診療を行う以前より、対面診療で「情報通信機器を用いた場合」

の管理料等を算定していた患者に対しては、147 点を月 1 回に限り

算定できる。 

2020.4.10～ 

 

 

 

 

 

 

 

・初診からのオンライン診療は初診料の本則が 288 点であるとこ

ろ、紹介率の低い大病院の場合等の 214 点を準用（時限的特例的

対応）。 

・慢性疾患を有する定期受診患者に対するオンラインによる医学管

理については、特定疾患療養管理料の許可病床数が 100 床未満の

病院の場合の 147 点 （月 1 回）を準用。 

・従来のオンライン診療（月 1 回 71 点）において、「情報通信機

器を用いた場合」が注に規定されている管理料はすべて対象。 

2020.4.14～ ・１月あたりの再診料及びオンライン診療料の算定回数に占めるオ

ンライン診療料の割合１割以下の要件を時限的に適用除外。 

2020.3.12～ 在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算 

・過去３月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等を有す

る定期受診患者等について、電話や情報通信機器を用いて診療し、

療養上必要な指導等を行い、あわせて、必要かつ十分な量の衛生材

料又は保険医療材料を支給した場合、在宅療養指導管理料及び在宅

療養指導管理材料加算を算定できる。 

本調査で電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況を質問したところ、「実施して

いる」は 6.9％であった。 

 

PCR検査等の保険収載 

2020.3.5～ 

 

 

 

 

 

PCR検査の保険適用（委託の場合 1,800点、それ以外 1,350点） 

・新型コロナウイルス感染症が疑われる者に対し新型コロナウイル

ス感染症の診断を目的として行った場合または新型コロナウイル

ス感染症の治療を目的として入院している者に対し退院可能かど

うかの判断を目的とした PCR検査を実施した場合に限り算定でき

る。 

2020.5.13～ 抗原検査の保険適用（600点） 

・新型コロナウイルス感染症の患者であることが疑われる者に対し

新型コロナウイルス感染症の診断を目的として抗原検査を実施した

場合は、診断の確定までの間に 1日に限り算定する。 
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1.4. 回答状況 

 

回答数は 613 施設であった。全国実績に比べて、開設者別では医療法人、

診療科別では小児科、耳鼻咽喉科の回答割合が高かった（表 1.4.1）。 

以下、項目によって有効回答数が異なるので、本文中に都度記す。 

 

 

表 1.4.1 回答施設の内訳 

診療所　開設者別有床・無床別

有床 無床 無回答 構成比（％）

医療法人 83 325 0 408 66.6 42.5

個人 7 189 0 196 32.0 40.0

その他 1 7 0 8 1.3 17.5

無回答 0 0 1 1 0.2 －

計 91 521 1 613 100.0 100.0

診療所　診療科別有床・無床別

有床 無床 無回答 構成比（％）

内科 39 261 1 301 49.1 55.1

外科 4 17 0 21 3.4 2.8

整形外科 10 46 0 56 9.1 7.2

眼科 12 19 0 31 5.1 7.1

耳鼻咽喉科 2 50 0 52 8.5 4.9

小児科 1 74 0 75 12.2 5.3

皮膚科 0 14 0 14 2.3 4.7

泌尿器科 3 7 0 10 1.6 1.7

精神科 0 11 0 11 1.8 3.4

産科・産婦人科 19 5 0 24 3.9 2.8

婦人科 0 4 0 4 0.7 0.7

脳神経外科 0 9 0 9 1.5 1.0

その他 1 4 0 5 0.8 3.3

計 91 521 1 613 100.0 100.0
※全国は、厚生労働省「平成29（2017）年 医療施設（静態・動態）調査」による

全国※

（％）
計

計 全国※

（％）
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2. 集計結果 

 

2.1. 経営環境（緊急事態宣言） 

診療所の経営は、特に緊急事態宣言下において大きな影響を受けてきたの

で、以下に、その対象地域と時期を示す。 

 

（参考）緊急事態宣言 

 発令 都道府県 解除 

1回目 2020.4.7 東京都、神奈川県、埼玉県、

千葉県、大阪府、兵庫県、

福岡県 

2020.5.14 

以下を除く 39県 

2020.5.21 

大阪府、京都府、兵庫県 

2020.5.25 

東京都、神奈川県、 

埼玉県、千葉県、北海道 

2020.4.16 上記以外の道府県 

2回目 2021.1.7 東京都、神奈川県、埼玉県、

千葉県 

2021.2.7 

栃木県 

2021.3.1 

岐阜県、愛知県、兵庫県、

京都府、大阪府、福岡県 

2021.3.21 

東京都、神奈川県、 

埼玉県、千葉県 

2021.1.13 栃木県、岐阜県、愛知県、

兵庫県、京都府、大阪府、

福岡県 

3回目 2021.4.25 東京都、京都府、大阪府、

兵庫県 

2021.6.20 

沖縄県以外 

2021.5.12 愛知県、福岡県 

2021.5.16 北海道、岡山県、広島県 

2021.5.23 沖縄県 2021.8.22（予定） 

4回目 2021.7.12 東京都 2021.8.22（予定） 

回数は東京都でカウント。 
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2.2. 総件数および総点数 

 

2.2.1.  総数 

 

2020 年 1 月以降、総件数、総点数ともほぼ対前年同月比のマイナスが続

いている。2021 年 3月、4月の対前年同月比はプラスであるが、新型コロナ

ウイルス感染症流行以前と比較した対前々年同月比はマイナスである（図 

2.2.1, 図 2.2.2）。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染対策のために診療報酬上の特例等が措

置されたことから、総件数に比べて総点数のほうが対前々年同月比のマイナ

ス幅がやや小さい（図 2.2.2）。 

 

なお、2021 年 3 月、4 月の対前々年同月比を計算するときの前々年デー

タには、厚生労働省「概算医療費データベース」のデータを使用している（本

調査では前々年データを取得していないため）。本来接続できるものではない

ので、参考値として示している。 
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図 2.2.1 診療所（総数） 総件数の変化 
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診療所（総数） 総件数の変化

全国実績（対前年同月比） 本調査（対前年同月比） 本調査（対前々年同月比）

*全国実績は厚生労働省「概算医療費データベース」による。（ ）内は本調査の有効回答数。

対前々年同月比は全国実績と本調査を組合わせて計算しており参考値。2020年2月は閏年の影響がある。

 

 

図 2.2.2 診療所（総数） 総点数の変化 

▲ 3.2
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全国実績（対前年同月比） 本調査（対前年同月比） 本調査（対前々年同月比）

*全国実績は厚生労働省「概算医療費データベース」による。（ ）内は本調査の有効回答数。

対前々年同月比は全国実績と本調査を組合わせて計算しており参考値。2020年2月は閏年の影響がある。
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2.2.2.  入院 

全国実績の総件数および総点数の減少は、有床診療所施設数の減少の影響

もある（図 2.2.3, 図 2.2.4）。また、本調査では有床診療所の有効回答数が

少ないことに留意する必要がある。 

 

図 2.2.3 診療所（入院） 総件数の変化 
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診療所（入院） 総件数の変化

全国実績（対前年同月比） 本調査（対前年同月比） 本調査（対前々年同月比）

*全国実績は厚生労働省「概算医療費データベース」による。（ ）内は本調査の有効回答数。

対前々年同月比は全国実績と本調査を組み合わせて計算しており参考値。2020年2月は閏年の影響がある。

 

 

図 2.2.4 診療所（入院） 総点数の変化 

▲ 2.5▲ 2.5▲ 2.9
▲ 4.4

▲ 7.6

▲ 1.4

▲ 5.8
▲ 2.5

0.3 1.0

▲ 5.4
▲ 2.6

▲ 4.2▲ 5.3

▲ 0.0
▲ 0.6

▲ 2.9 ▲ 4.9

▲ 15.0

▲ 5.0

5.0

(75) (75)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

2020年 2021年

（％）

診療所（入院） 総点数の変化

全国実績（対前年同月比） 本調査（対前年同月比） 本調査（対前々年同月比）

*全国実績は厚生労働省「概算医療費データベース」による。（ ）内は本調査の有効回答数。

対前々年同月比は全国実績と本調査を組み合わせて計算しており参考値。2020年2月は閏年の影響がある。

 



 

12 

 

2.2.3.  入院外 

総件数、総点数ともに 2021 年 3 月、4 月の対前々年同月比はマイナスで

ある（図 2.2.5, 図 2.2.6）。 

 

図 2.2.5 診療所（入院外） 総件数の変化 
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*全国実績は厚生労働省「概算医療費データベース」による。（ ）内は本調査の有効回答数。

対前々年同月比は全国実績と本調査を組み合わせて計算しており参考値。2020年2月は閏年の影響がある。

 

図 2.2.6 診療所（入院外） 総点数の変化 
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*全国実績は厚生労働省「概算医療費データベース」による。（ ）内は本調査の有効回答数。

対前々年同月比は全国実績と本調査を組み合わせて計算しており参考値。2020年2月は閏年の影響がある。
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2.2.4.  診療科別（入院） 

総件数の対前年同月比は、ほぼマイナスがつづいており（図 2.2.7）、2021

年 3月、4月も対前々年同月比はマイナスである（図 2.2.8）。 

 

図 2.2.7 診療所・主な診療科別（入院） 総件数の対前年同月比（全国実績） 
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図 2.2.8 診療所・主な診療科別（入院） 総件数の変化 
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総点数も、対前年同月比はほぼマイナスがつづいており（図 2.2.9）、2021

年 3 月、4 月も対前年同月比、対前々年同月比ともに、総数はマイナスであ

る（図 2.2.10）。 

 

図 2.2.9 診療所・主な診療科別（入院） 総点数の対前年同月比（全国実績） 
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図 2.2.10 診療所・主な診療科別（入院） 総点数の変化 
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2.2.5.  診療科別（入院外） 

総件数の対前年同月比は2020年1月以降おおむねマイナス、特に小児科、

耳鼻咽喉科で大幅なマイナスがつづいていた（図 2.2.11）。2021 年 3 月、4

月の対前年同月比はプラスとなっているが、対前々年同月比ではほとんどの

診療科でマイナスである（図 2.2.12）。 

 

図 2.2.11 診療所・主な診療科別（入院外） 総件数の対前年同月比（全国実績） 
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図 2.2.12 診療所・主な診療科別（入院外） 総件数の変化 
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診療報酬上の特例として、外来では乳幼児感染予防策加算（2020年 12月

15日～）、医科外来等感染症対策実施加算（2021年 4月 1日～）が措置され

ているが、総件数の回復が鈍いため（前頁）、総点数の対前々年同月比はマイ

ナスの診療科が多く、その効果が反映されていない（図 2.2.14）。 

 

図 2.2.13 診療所・主な診療科別（入院外） 総点数の対前年同月比（全国実績） 
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図 2.2.14 診療所・主な診療科別（入院外） 総点数の変化 
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2.3. 初・再診料等 

 

初・再診料ともに 2021 年 4 月の算定回数の対前年同月比はプラスであっ

たが（図 2.3.1, 図 2.3.2）、前年同月はすでに新型コロナウイルス感染症の

影響により、受診控えの中にあったことを鑑みると、回復したといえる水準

ではない（前々年データは調査していないため推測）。 

 

初診料は再診料に比べてこれまでの算定回数の対前年同月比のマイナス

も大きかったが、2021年 4月のプラス幅も再診料に比べて大きい。2021年

4 月の初診料算定回数のプラスは、初診でかなりの受診控えがあった反動と

見られる。 

 

また、再診料は初診料に比べると 2021 年 4 月の対前年同月比のプラス幅

が小さく、長期処方が続いているのではないかと推察される。 
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図 2.3.1 初診料算定回数の対前年同月比 
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図 2.3.2  再診料算定回数の対前年同月比 
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2.4. 診療報酬の寄与 

2021 年 4 月は受診控えの改善と診療報酬上のコロナ特例の寄与により、

初・再診料等と医科外来等感染症対策実施加算等の合計が、1 年前の 2020

年 4月の初・再診料等の落ち込みをカバーした（図 2.4.1）。ただし新型コロ

ナウイルス感染症の影響が 1年以上続いてきたことを鑑みると、10月以降に

おいても診療報酬上のコロナ特例を継続する必要がある（※）。 

（※）2020年 4月と 2021年 4月の平均で 1年 3か月前の 2020年 1月の水準に

近い。ただし、2020 年 1 月にはすでに新型コロナウイルス感染症の影響が

あったため、1.5年程度は必要。 

 

図 2.4.1  1施設当たり初・再診料等と外来における診療報酬上のコロナ特例（総数） 
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・初診料はすべて 288点、再診料はすべて 73点で計算。 

・小児科外来診療料等には小児かかりつけ診療料を含む。 

・小児科外来診療料等は処方箋を交付する場合しない場合、初診時再診時で点数が

異なるが、厚生労働省「社会医療診療行為別統計」より点数および算定回数の過

重平均単価で計算。 

・乳幼児感染予防策加算（2020 年 12 月 15 日～）は患者ごとに 100 点、医科外来

等感染症対策実施加算（2021年 4月 1日～）は 1回 5点（詳細は、「1.3 診療報

酬」参照）。 
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図 2.4.2  1施設当たり初・再診料等と外来における診療報酬上のコロナ特例（内科） 
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図 2.4.3  1施設当たり初・再診料等と外来における診療報酬上のコロナ特例（小児科） 
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図 2.4.4  1施設当たり初・再診料等と外来における診療報酬上のコロナ特例（耳鼻咽喉科） 
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図 2.4.5 1施設当たり初・再診料等と外来における診療報酬上のコロナ特例（整形外科） 
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入院における診療報酬上のコロナ特例として、入院感染症対策実施加算が

設定されているが、入院患者 1 人につき 1 日 10 点であり、有床診療所のよ

うに病床規模の小さい施設においては、数値として大きな寄与は見られな

かったものの、2021 年 4 月の入院基本料は前年同月に比べて改善している

（図 2.4.6）。 

 

 

図 2.4.6 1施設当たり入院基本料と入院感染症対策実施加算 
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1施設当たり入院基本料と入院感染症対策実施加算

入院感染症対策実

施加算

有床診療所入院基

本料＋有床診療所
療養病床入院基本

料

*（ ）内は有効回答数
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2.5. 医業収入等 

 

ここでは「1 医業収入」と「3 その他」の合計を「医業収入等」とする（第

6回調査まで医業収入にその他を含んで調査していたため）。 

 

1 医業収入＝Ⅰ＋Ⅱ 

Ⅰ 保険診療収入：外来・在宅・入院医療における収入で、支払基金・国保連等に

対する請求金額及び窓口徴収金額の合計。 

Ⅱ 公害等診療：公害・労災・自賠責等の金額の合計。 

2 介護収入：施設サービス収入、居宅サービス収入 

3 その他 

(a)診療収入：自費診療などの金額の合計。 

(b)医業収入：学校医・産業医・当番医の手当、健診、予防接種、各種検診等の

公害衛生・地域医療活動などによる収入 

(c)介護収入：上記介護保険以外の介護収入 

(d)補助金 

以下、調査回ごとに回答医療機関が異なるため、各回調査の比較は適切ではないが、

大まかな傾向を掴むため、接続して示している。 

 

 

2021年 3月、4月の医業収入等（補助金を含む）は、3月はいわゆる発熱

外来補助金が、4 月は受診控えの緩和および診療報酬上のコロナ特例等によ

り、対前年同月増減額はプラスに転じた（図 2.5.1）。しかし、2020 年 4 月

～2021 年 4 月の 1 施設当たり医業収入等の対前年増減額の累計額は、有床

診療所▲3,602 千円、無床診療所▲9,085 千円であり（図 2.5.2）、無床診療

所の場合で見ると、受診控えが 2021 年 4 月なみに緩和された前提で、補助

金を含む医業収入等の増収基調が 1 年近く（※）継続することが望まれる。 

（※）2020年 4月以降のデータを捕捉しており、そこからの累計額が無床診療

所▲9,085 千円であるが、2020 年 4 月以前に新型コロナウイルス感染症の

流行が始まっており、減収に陥っていたと推察されるため。 
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図 2.5.1 診療所 1施設当たり医業収入等の対前年同月増減額 

▲ 3,000

▲ 2,000

▲ 1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2020

年4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021

年1月
2月 3月 4月

(63) (102) (62) (77) (46) (65) (64) (49) (85) (80) (72)

(482) (450) (262) (383) (256) (369) (369) (288) (482) (477) (425)

第4回調査 第5回調査 第6回調査 第7回調査 第8回（今回）調査

（千円）

診療所 1施設当たり医業収入等の対前年同月増減額

（2020年4月～2021年4月）

月）有床診療所 無床診療所

*（ ）内は有効回答数で上段：有床診療所、下段：無床診療所

医業収入等＝医業収入＋その他の収入（補助金を含む。介護収入を含まない）

 

 

図 2.5.2 診療所 1施設当たり医業収入等 対前年増減額の累計（粗い試算） 

（2020年 4月～2021年 4月の累計） 

▲ 9,085

▲ 3,602

▲ 10,000 ▲ 8,000 ▲ 6,000 ▲ 4,000 ▲ 2,000 0

無床診療所

有床診療所

（千円）

診療所 1施設当たり医業収入等 対前年増減額の累計（粗い試算）

（2020年4月～2021年4月の累計）
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1 施設当たり医業収入等の対前年同月比は 2021 年 3 月、4 月はプラスで

あるが（図 2.5.3）、2021 年 4 月の対前々年同月比はマイナスである（3 月

は前々年データなし）。 

 

2021 年 3 月の医業収入等の伸びのうち補助金の寄与が大きく、主に発熱

外来診療体制確保支援補助金によるものとみられる（図 2.5.4）。なお、発熱

外来補助金は、一般医療の診療や動線等の制限から対応できない診療所も

あったことに留意が必要である。 
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図 2.5.3 診療所 1施設当たり医業収入等の変化 

▲ 15.4▲ 16.5

▲ 8.0 ▲ 6.8 ▲ 4.9 ▲ 4.1

0.6

▲ 5.9 ▲ 3.6
▲ 8.1 ▲ 6.9

13.1 14.7

▲ 3.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10.0

20.0

2020年

4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年

1月

2月 3月 4月

(546) (553) (325) (460) (302) (434) (434) (338) (568) (558) (498)

第4回調査 第5回調査 第6回調査 第7回調査 第8回（今回）調査

（％）
診療所 1施設当たり医業収入等の変化

対前年同月比 対前々年同月比

*（ ）内は有効回答数。第4～6回は医業収入にその他の収入（介護収入以外）を含めて調査。第7～8回は、収

入とその内訳（医業収入、介護収入、その他の収入）を調査しており、ここでは医業収入＋その他の収入（補助

金を含む。介護収入を含まない）。

 

 

図 2.5.4 診療所 1施設当たり医業収入等の対前年同月比の内訳 

▲ 6.9

13.1 14.7

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10.0

20.0

2月 3月 4月

(568) (558) (498)

（％）
診療所 1施設当たり医業収入等の対前年同月比の内訳

その他

補助金の寄与

*その他には、受診件数の増加、診療報酬点数の影響など補助金以外のすべてを含む。2021年4月までの

データなので新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の影響はない。
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2.6. 医業利益 

 

医業利益は有床診療所、無床診療所ともに 2021 年 3 月、4 月と連続して

黒字であった。前述したように、2021 年 3 月は発熱外来補助金（2021 年 3

月末で終了）、2021年 4月は診療報酬上のコロナ特例の影響と一部補助金の

影響がある。 

 

過去 1年間の医業利益の動向を踏まえると（※）、2021年 4月以降 1年以

上、診療報酬上のコロナ特例と補助金の継続が必要である（いわゆる発熱外

来補助金は 2021 年 3 月末で終了）。一方で、2021 年 5 月以降、緊急事態宣

言が発令された地域もあり、診療所においてこれまで以上の減収も懸念され

る。 

（※）2020年 4月から医業利益を捕捉しているが、実際にはそれ以前から減益

であったと推察される。 
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図 2.6.1 診療所（医療法人） 1施設当たり医業利益の対前年同月増減額 
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▲ 2,000

0

2,000

4,000

2020

年

4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021

年

1月

2月 3月 4月

(52) (94) (56) (69) (40) (58) (55) (42) (57) (53) (48)

(277) (30) (185) (253) (181) (241) (237) (188) (223) (210) (186)

第4回調査 第5回調査 第6回調査 第7回調査 第8回調査

（千円）

診療所（医療法人） 1施設当たり医業利益の対前年同月増減額

（2020年4月～2021年4月）

有床診療所 無床診療所

*（ ）内は有効回答数で上段：有床診療所、下段：無床診療所

*医業利益は補助金収入を含めて計算している

 

 

図 2.6.2 診療所（個人） 1施設当たり医業利益の対前年同月増減額 

▲ 2,000

▲ 1,000

0

1,000

2,000

2020

年
4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021

年
1月

2月 3月 4月

(150) (145) (74) (127) (72) (103) (106) (74) (116) (106) (95)

第4回調査 第5回調査 第6回調査 第7回調査 第8回調査

（千円）

診療所（個人） 1施設当たり医業利益の対前年同月増減額

（2020年4月～2021年4月）

無床診療所

*（ ）内は有効回答数。有床診療所はn≦3であり非表示。

*医業利益は補助金収入を含めて計算している
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3. 参考 これまでの調査結果の公表状況 

 

 公表資料（日本医師会定例記者会見での報告資料） 

第 1回 2020 年 4 月 30 日 

新型コロナウイルス対応下での医業経営状況等アンケート調査 

https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20200520_3.pdf 

第 2回 2020 年 6 月 9 日 

新型コロナウイルス感染症対応下での医業経営状況等アンケート調査

（2020 年 3～4 月分） 

http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20200610_6.pdf 

第 3回 2020年 7月 22日 

新型コロナウイルス感染症対応下での医業経営の状況－2019 年および

2020年 3～5月 レセプト調査－ 

http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20200722_2.pdf 

第 4回 2020年 9月 9日 

新型コロナウイルス感染症の診療所経営への影響 2020年 4～6月分 

http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20200909_2.pdf 

第 5回 2020年 11月 5日 

新型コロナウイルス感染症の診療所経営への影響－2020年 7～8月分－ 

https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20201105_2.pdf 

第 6回 2021年 2月 3日 

新型コロナウイルス感染症の診療所経営への影響－2020年9～10月分－ 

https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20210203_3.pdf 

第 7回 2021年 4月 28日 

新型コロナウイルス感染症の診療所経営への影響－2020年 11月～2021 

年 1月分－ 

https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20210428_3.pdf 
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4. 集計表 

1施設当たり収入の内訳　総数

前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年

2月 568 14,259 13,321 12,775 11,650 851 832 633 839 42 218 ▲ 6.6 ▲ 6.9

3月 558 13,986 15,762 12,436 13,005 782 822 768 1,934 24 1,205 12.7 13.1

4月 498 12,622 14,398 11,141 12,738 842 881 639 780 31 97 14.1 14.7

1施設当たり収入の内訳　有床診療所

前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年

2月 85 26,025 25,076 22,202 21,112 2,891 2,797 932 1,168 4 322 ▲ 3.6 ▲ 3.7

3月 80 26,929 30,072 23,238 24,364 2,368 2,534 1,324 3,174 7 2,043 11.7 12.1

4月 72 24,989 26,905 21,296 22,467 2,707 2,850 987 1,587 0 148 7.7 8.0

1施設当たり収入の内訳　無床診療所

前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年 前年 当年

2月 482 12,192 11,261 11,125 9,992 493 488 574 781 48 200 ▲ 7.6 ▲ 7.9

3月 477 11,828 13,378 10,637 11,114 517 537 674 1,727 27 1,065 13.1 13.5

4月 425 10,540 12,297 9,431 11,105 528 549 580 643 37 89 16.7 17.3

有効
回答数 収入計

対前年同月比（％）

対前年同月比（％）

有効
回答数

収入計（千円）
医業収入 介護収入 その他の収入

有効
回答数

対前年同月比（％）

収入計（再掲）補助金収入
収入計（千円）

医業収入 介護収入 その他の収入 医業収入
＋その他

（再掲）補助金収入

医業収入
＋その他

収入計（千円）
医業収入 介護収入 その他の収入 （再掲）補助金収入

医業収入
＋その他

収入計
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損益計算書　医療法人　有床診療所　総数 （千円）

対前年同 対前年同 対前年同

月比（％） 月比（％） 月比（％）

医業収入 24,269 23,402 ▲ 867 ▲ 3.6 24,902 26,446 1,544 6.2 22,895 24,241 1,346 5.9

介護収入 3,279 3,111 ▲ 168 ▲ 5.1 2,760 2,977 217 7.8 3,204 3,371 167 5.2

その他収入 910 1,244 334 36.7 959 2,528 1,570 163.7 909 1,773 864 95.0

（再掲）補助金 5 364 359 6,816.0 10 1,474 1,463 14,102.0 0 185 185 －

収入計 28,457 27,757 ▲ 701 ▲ 2.5 28,621 31,952 3,331 11.6 27,008 29,385 2,377 8.8

費用 29,490 27,092 ▲ 2,398 ▲ 8.1 27,409 27,928 519 1.9 27,329 27,501 172 0.6

医業利益（損失） ▲ 1,033 665 1,698 － 1,212 4,023 2,812 232.1 ▲ 321 1,884 2,205 －

医業利益率 ▲ 3.6 2.4 － － 4.2 12.6 － － ▲ 1.2 6.4 － －

損益計算書　医療法人　無床診療所　総数 （千円）

対前年同 対前年同 対前年同

月比（％） 月比（％） 月比（％）

医業収入 11,192 10,404 ▲ 788 ▲ 7.0 11,100 11,881 780 7.0 9,918 11,452 1,534 15.5

介護収入 1,036 1,029 ▲ 7 ▲ 0.7 1,127 1,171 45 4.0 1,174 1,213 39 3.3

その他収入 889 1,159 270 30.3 1,019 1,913 895 87.8 876 944 69 7.8

（再掲）補助金 53 253 200 376.7 3 870 867 29,799.6 4 93 89 2,051.1

収入計 13,118 12,592 ▲ 525 ▲ 4.0 13,246 14,965 1,720 13.0 11,968 13,610 1,641 13.7

費用 11,999 11,967 ▲ 32 ▲ 0.3 12,728 12,879 151 1.2 12,320 12,382 62 0.5

医業利益（損失） 1,119 625 ▲ 494 ▲ 44.1 518 2,086 1,569 303.0 ▲ 351 1,228 1,579 －

医業利益率 8.5 5.0 － － 3.9 13.9 － － ▲ 2.9 9.0 － －

2月（n=223） 3月（n=210） 4月（n=186）

2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年増減額 増減額 増減額

2月（n=57） 3月（n=53） 4月（n=48）

2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年増減額 増減額 増減額
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損益計算書　個人　無床診療所　総数 （千円）

対前年同 対前年同 対前年同

月比（％） 月比（％） 月比（％）

医業収入 7,085 6,526 ▲ 559 ▲ 7.9 7,134 7,490 356 5.0 6,038 6,886 849 14.1

介護収入 7 7 ▲ 0 ▲ 4.0 4 6 1 26.9 7 26 19 252.4

その他収入 375 469 94 25.0 392 1,064 671 171.1 359 388 29 8.1

（再掲）補助金 4 148 144 3,332.0 0 629 629 － 0 32 32 －

収入計 7,467 7,002 ▲ 465 ▲ 6.2 7,531 8,559 1,029 13.7 6,404 7,300 896 14.0

費用 4,513 4,394 ▲ 118 ▲ 2.6 4,907 4,954 47 1.0 4,738 4,809 71 1.5

医業利益（損失） 2,955 2,608 ▲ 347 ▲ 11.7 2,624 3,605 981 37.4 1,666 2,491 826 49.6

医業利益率 39.6 37.2 － － 34.8 42.1 － － 26.0 34.1 － －

2月（n=116） 3月（n=106） 4月（n=95）

2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年増減額 増減額 増減額

 

個人の有床診療所は n<5のため省略 

 


